
令和８年度入善町納税通知書用封筒広告掲載取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、入善町広告掲載要綱及び入善町封筒広告掲載要綱（以下「要

綱」という。）に基づき、入善町納税通知書用封筒（以下「納税封筒」という。）

に広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（広告掲載の対象） 

第２条 納税封筒は、税務課が使用するものとし、次に掲げるものとする。 

⑴ 納税封筒（縦１２．０センチ×横２３．３センチ）約２２，０００枚 

⑵ 納税封筒（縦１２．０センチ×横２１．３センチ）約 ５，０００枚 

（広告の掲載基準） 

第３条 納税封筒に掲載する広告は、要綱別表に定める基準に適合するものとする。 

（広告の規格） 

第４条 広告の規格は、縦４．０センチ×横８．０センチ又は７．５センチとし、

使用色１色（青色）とする。 

（広告の掲載位置及び枠数) 

第５条 広告を掲載する位置は、納税封筒の裏面とし、各封筒につき３枠分とする。 

（広告の掲載期間) 

第６条 広告の掲載期間は、概ね１年間とする。 

２ 期間中は原則として、掲載した広告の取下げはできないものとする。ただし、

町長が特に認めた場合はこの限りではない。 

（広告の掲載料） 

第７条 広告の掲載料は、１枠につき２７，０００円（消費税及び地方消費税を含

む。）とする。 

（広告掲載の決定） 

第８条 広告掲載に適すると認められる広告掲載希望者が、当該広告の枠を超えた

ときは、次の各号に定める順位により掲載する広告を決定する。 

⑴ 入善町の納税封筒に広告掲載を行ったことがないもの 

⑵ 前号に掲げる以外のもの 

２ 前項の規定によっても順位が決定できないときは、抽選によりこれを決定する。 

   附 則 

 この要領は、令和７年10月14日から施行する。 


